
放射線測定器の貸出しのお知らせ 

 葉山町は、学校や保育園など子ども関連施設を中心に、空間放射線量を測定しています。  

このたび、町民の皆さんが自宅などの空間放射線量を測定できるよう、次のとおり、簡易放

射線測定器の貸出を実施します。  

貸出し及び予約開始日 

貸出し開始日：平成 24年 3月１日（木曜日）  

通常予約開始日：平成 24年 3月 1日（木曜日）（午前 9時から午後 4時まで） 

＊3 ヶ月先の予約までとします。 

 

貸出対象となる簡易放射線測定器 

「HORIBA環境放射線モニタ Radi（PA-1000）」 １台  

貸出し単位 

１台しかないため、午前(9 時から 12 時まで)と午後（13 時から 16 時まで）あるいは 1日(9 時

から 16 時まで)の３単位の貸出とします。  

＊予備の測定器がないので、必ず返却時刻を守ってください。 

＊土日及び祝日の貸出しはしません。 

予約申し込みと貸出場所 

直接、総務課防災係へ来訪するか、電話（876-1111 内線 561）で予約してください。  

総務課防災係は葉山町消防庁舎 3階になります。 

貸出しの申請手続き 

 

貸出しに際しては、別紙「放射線量測定器借用申請書」をご提出いただきます。  

また、本人確認を行いますので、運転免許証等の本人確認できるものを持参してください。  

注意事項 

1. 貸出しの際に、操作方法や注意事項を説明します。  

2. 測定器の又貸しや町外への持ち出しは禁止します。  

3. 予備の測定器はありませんので、返却時間は厳守してください。  

4. 測定器を紛失、破損した場合、同製品の購入をお願いするか、修理費用を請求させてい

ただきますので、慎重にお取り扱いください。  

5. 測定器のバッテリー（単 3電池 2本）は使用者が準備してください。  

6. 測定後、「測定結果報告書」を提出していただきます。  

 問合せ 総務課防災係 046-876-1111（内線 396・397） 

 


